
 

新 年 の ご 挨 拶 

亀戸労働基準協会支部 

支部長 石 井 崇 裕 

 

令和６年の新年を迎え、謹んでお喜び申し上げます。 

亀戸労働基準協会支部、並びに会員事業場の皆様方には、

常日頃より当支部の活動や運営に格別のご理解とご協力を

賜りまして、厚く御礼を申し上げます。 

元旦その日に発生した能登半島地震は多くの方々が被災

されさらに冬の天候下で厳しい生活を余儀なくされている

状況で、またその支援活動の中での羽田衝突事故という痛ま

しい事故も発生してしまいました。犠牲になられた方々や今

も苦しい生活を続けざるを得ない多くの皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

一方世界に目を転じると、ロシアによるウクライナ侵攻継続や新たに中東地域での戦争

の勃発や中国経済の先行き懸念のなか、日経平均株価は好調な中ではありながらも多くの

資源や食糧を海外に依存している日本の立ち位置や物価の上昇に関心が高い状況です。 

また２０２０年から始まった新型コロナウイルス感染症への対応には一定の終止符が打

たれ、ようやく社会は概ねコロナ禍前に戻り、内閣府発表の報告によれば景気は緩やかに

回復基調とのことで、今後への期待がされるところです。 

この環境の中、労働基準行政とその周辺には様々な動きがあります。労働分野では昨年

度より行政による賃金引き上げを課題とし、民間企業の賃上げを支援してきております。

また「働き方改革関連法」の公布以来「２０２４年問題」と言われてきた、医師・建設業・

自動車運転者への時間外労働上限規制見直しが実行される年になります。安全分野では第

１４次労働災害防止計画が２年目を迎え、リスクアセスメントの対象となる化学物質を製

造または取り扱う事業場では４月から化学物質管理者の選任が義務付けられます。さらに

フリーランスの人々にフォーカスした「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法

律」が今年秋までには施行される予定にて契約締結各企業での対応が必要となります。ま

た昨年１１月の法務省の技能実習制度に代わる「育成就労制度」の創設等新たな提言が盛

り込まれました。今後増加が見込まれる外国人労働者についても新たな動きがあり注視が

必要です。 

当亀戸協会支部としては、昨年１２月に事務所を移転させ江戸川支部事務所と合流し新

体制をスタートさせました。会員の皆様の地元から少し離れてしまう不便さがあるものの、

当支部上部団体である東京労働基準協会連合会の安全衛生研修センター内であること、江

戸川支部事務局との２人事務局体制となり更なるサービスの品質向上を進めてまいります。 

本年度も関係各位のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、新年のご挨拶に代

えさせていただきます。 
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亀戸労働基準監督署 
署長 坂 本 直 己 

 

 

 令和６年の年頭にあたり、ご挨拶させていただきます。 

 公益社団法人東京労働基準協会連合会 亀戸労働基準

協会支部並びに会員の皆様には、日頃より、労働基準行政

の取組につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚く

御礼申し上げます。 

 また、年初に発生した、能登半島を中心とする大規模な

震災により被災されました方々に対し、心よりお見舞申し上げます。 

 昨年は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の取扱いが２類から５類相当に移行し

たことにより、感染拡大防止を図りながらも、コロナ禍以前と同様に社会・経済活動が行

われるに至りました。本年も、この流れを停滞させることなく、活力ある一年としていた

だきたいと思います。 

 ところで、当署では、本年におきましても、働き方改革の推進や労働災害防止に取り組

んでまいりますが、中でも、 

① 改正労働基準法等に基づく長時間労働の抑制と過重労働による健康障害 

防止 

 ② 中小企業及び時間外労働上限規制適用猶予業務を中心とする改正労働基 

準法等の周知及び支援 

 ③ 死亡災害の撲滅と死傷者数の減少を目指した対策の推進 

 ④ 労災補償業務における迅速かつ公正な保険給付 

に重点を置いて展開してまいります。 

 とりわけ、②につきましては、本年４月１日から、時間外労働上限規制の適用猶予業務

である建設業・自動車運転者・医師への改正労働基準法の適用が始まります。円滑にスタ

ートしていただけるよう、積極的に周知及び支援を実施いたします。 

 ①につきましては、引き続き、過労死等を発生させた事業場、時間外・休日労働時間が

１か月あたり８０時間を超えている事業場に対して全数監督を実施します。 

③につきましては、本年が取組の２年目となる第１４次労働災害防止計画に基づき死亡

災害の撲滅と死傷者数の減少を目指した対策を着実に進めてまいります。併せて、労働災

害に遭われた方への労災保険給付を迅速かつ公正に実施いたします。 

震災により多くの方が被災される大変厳しい年始となりましたが、本年におきましても、

引続き、労働基準行政の取組にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 結びとなりますが、貴協会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝とご活躍を祈念いたし

まして、新年の挨拶とさせていただきます。 

 
 

  



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



令和６年新春賀詞交歓会開催される 

 

 

亀戸労働基準協会支部の令和６年新春賀詞交歓会が１月１７日アンフェリシオン レガ

ーロにおいて盛大に開催されました。 

ご来賓は、亀戸労働基準監督署坂本署長、澤村副署長、藤原副署長、木場公共職業安定

所工藤所長、本部である公益社団法人東京労働基準協会連合会上島専務理事の方々のご臨

席を賜り、５１名の方々の出席を戴き盛大に開催されました。 

新春賀詞交歓会は、石井支部長の挨拶、ご来賓の坂本署長、工藤所長、上島専務理事か

らご祝辞をいただき、服部副支部長の乾杯ではじまり、ご来賓、会員の和やかな歓談を戴

き、吉田副支部長の締めにより散会いたしました。 

 

服部副支部長 乾杯 

 

 

坂本監督署長 祝辞 

 

 

 

懇談風景 

 

 

 

 

 

 

懇談風景 

 

 

 

  



行 事 予 定       

 

 

１ 労災保険関係実務講座（亀戸・江戸川労働基準協会支部共催） 

(1) 日 時 令和６年１月３０日（火）午後２時００分～午後４時３０分 

場 所 江戸川区船堀４－１－１タワーホール船堀 ４階  研修室 

(2) 日 時 令和６年２月 ７日（水）午後２時００分～午後４時３０分 

場 所 江東区亀戸文化センター（カメリアプラザ）５階 第２研修室 

２ KYT（危険予知訓練）研修会（亀戸・江戸川労働基準協会支部共催） 

(1) 日 時 令和６年２月１日（木）午後１時３０分～午後４時３０分 

場 所 江戸川区船堀４－１－１タワーホール船堀  ４階  研修室 

(2) 日 時  令和６年２月９日（金）午後１時３０分～午後４時３０分 

場 所  江東区亀戸文化センター（カメリアプラザ）５階 第２研修室 

３ 雇い入れ時安全衛生教育研修（亀戸・江戸川労働基準協会支部共催） 

(1) 日 時 令和６年４月 ９日（火）午前９時２０分～午後４時３０分 

場 所 タワーホール船堀 ４階 研修室 

(2) 日 時 令和６年４月１６日（火）午前９時２０分～午後４時３０分 

場 所 江東区亀戸文化センター（カメリアプラザ）５階 第２研修室 

４ 正副支部長会議 

日 時  令和６年４月１０日（水）午後２時００分～ 

場 所  江東区亀戸文化センター（カメリアプラザ）６階 第３会議室 

５ 支部幹事会 

日 時  令和６年４月２５日（木）午後３時００分～ 

場 所  江東区亀戸文化センター（カメリアプラザ）６階 第３研修室 

６ 令和６年度支部会員総会 

日 時  令和６年５月１５日（水）午後４時３０分～ 

場 所  アンフェリシオン 

 

 

 

謹 賀 新 年 
 

支 部 長  株式会社 フジクラ         石 井 崇 裕 

副 支 部 長  株式会社 ＩＨＩ          吉 田   淳 

副 支 部 長  トーヨーカネツ 株式会社      服 部 頼 和 

副 支 部 長  株式会社 竹中工務店 東京本店   奥 田 健 史 

顧    問  株式会社 竹中工務店 東京本店   石 田 泰 巳 

                         外 役 員 一 同 

                               事 務 局 
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